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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫

特許権侵害差止等請求控訴事件
（「骨折固定システム」事件－共通する最終親会社の100％子会社であるグループ会社が
特許製品を販売していることを理由に、特許法102条２項の適用を認めた事案。）［上］（全２回）

−令和３年（ネ）第10091号、令和４年４月20日判決言渡（本多裁判長）−

【本判決の要旨、若干の考察】
１．本判決の概要

本判決は、特許法102条２項の適用範囲につき、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったな
らば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」に認められるという裁判例上確立した判断枠組みを
前提として、特許権者及び特許発明の実施者が何れも共通する最終親会社の100％子会社であり、其々が最終
親会社の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をし、本件特許権を利用して原告製品を製造し
ていたという事実が高裁で主張・立証され、特許法102条２項の適用を認め、原判決よりも損害額を増額した。

三 好 内 外 国 特 許 事 務 所
東京 虎ノ門　　京都　　　所員数　約180名　　在籍弁理士　49名　　　www.miyoshipat.co.jp

情報社会の魁となるスマート知財を開発します
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上席所長代理
　弁理士 松本　隆芳
　弁理士 大渕　一志
所長代理
　弁理士 河原　正子
　弁理士 渡邊富美子
　弁理士 須永　浩子
　弁理士 木村　達哉
　弁理士 加藤　澄恵
　弁理士 栗原　康浩
参与
　弁 理 士

理 学 博 士 伊藤　正和

知的財産フロンティア研究所　所長
　弁理士 高橋　俊一
知的財産研修センター　センター長
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　弁 理 士

理学博士 安原　二良
  （京都事務所室長代理）
　弁理士 山中　裕子
　弁理士 橋元　成央
　弁理士 鈴木　吉治
　弁理士 山本　哲朗
　弁理士 日野　光章
　弁理士 大熊　恵美
　弁理士 木村　智加
　弁理士 駒場　大視

　弁理士 小川　　輝
　弁理士 窪利　　修
顧問
　弁理士 松永　宣行
　弁理士 鹿又　弘子
　弁理士 大坂　雅浩
　弁理士 辻　　徹二
顧問
　 インド弁理士

理学博士 バパット・ヴィニット
　中国弁理士 鐘　　　晶

（Zhong Jing）
　米国弁護士 吉田　正子
知的財産戦略研究所 所長
顧問

弁 護 士
弁 理 士 棚橋　祐治

☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴


